マイカー通勤管理規程
（目的）
第1条  この規程は従業員が所有（占有を含む。以下同じ）する車両の通勤のために
使用するときの管理について定める。
（車両通勤許可基準）
第2条  次の３つの基準のいずれをも満たした者で、かつ会社の車両通勤として認めら
れた者。
(1)  住宅より会社まで２km以上であること
(2)  車両を所有していること
(3)  次の種類の自動車保険に加入していること
2． 強制賠償保険
ロ．任意賠償保険
（車両通勤許可申請及び再交付）
第3条  (1) 車両を運転して通勤しようとする者は、車両通勤申請書兼誓約書にて会社の許

　　　　　　可を得るものとする。
(2)  車両による通勤を許可した者には、車両通勤許可証を交付する。
(3)  許可証を滅失、損したときは、直ちに車両通勤許可証再交付申請書により申請し、再交付を受けなければならない。
（車両通勤者の手当）
第4条           ２km以上               　　　　円まで 
　　　　　　　　 10km以上               　　　　円まで
15km以上             　　　　　円まで
                 25km以上             　　　　　円まで
                 35km以上             　　　　　円まで
（駐車及び駐車中の管理）
第5条  (1) 会社が指定した場所以外に駐車してはならない。
(2)  駐車中の車両の盗難、破損の防止、その他の管理については、所有者各自の責任において行うものとする。
（運転の禁止）
第6条  車両通勤者は次の各号のいずれかに該当するとき、運転してはならない。
(1)  飲酒のとき
(2)  過労、疾病のため心身が疲労しているとき
(3)  その他道路交通法など法令が禁止している事項に該当するとき
（業務使用の禁止）
第7条  車両通勤者は、業務のために自己の車両を使用してはならない。ただし、会社
  が認めた場合この限りではない。
（事故処理）
第8条  (1)  車両通勤者が勤務中、あるいは会社が認めていない業務使用運転中に起こ
            した事故については、会社は一切責任を負わない。
(2)  駐車中における車両の破損、盗難の事故については、会社は一切その補償を行わない。
（届出の義務）
第9条  次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに届け出なければならない。
(1)  申請書の記載事項に変更があったとき
(2)  交通事故が生じたとき
(3)  車両通勤を取りやめるとき
（改正）
第10条  本規程中、実状にそぐわない部分が生じたときには、改正することがある。
附  則
1． この規程は、平成　　年　　月　　日より施行する。
